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１【提出理由】

　平成28年12月16日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：志摩電子（深圳）有限公司

②　住所　　　　：中国広東省深圳市

③　代表者の氏名：董事長　濱口　豊

④　資本金　　　：30,884千人民元

⑤　事業の内容　：電子機器の受託生産

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：30,884千人民元

異動後：　　－千人民元

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：100.0％（うち間接所有分100.0％）

異動後： 　－％（うち間接所有分－％）

（注）「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を「総株主等の議決権に対する割合」には出

資比率をそれぞれ記載しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社は取締役会において、ＥＭＳ事業（Electronics Manufacturing Services：電子機器受託製造サービス)

の中国における生産については、グループ会社の中宝華南電子(東莞)有限公司に集約することとし、志摩電子

（深圳）有限公司を解散することといたしました。

 

②　異動の年月日

　平成28年12月16日（当社取締役会における承認決議）

　今後、現地の法令に従い必要な手続きが完了次第、清算結了（解散）となる予定です。

 

以　上
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